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競 争 と 独 占
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この論文の目的はいわゆる"完全鏡争" という分析的'概念—— それは現代の理論的，実証的分析 

においてもしぱしぱ仮定されるものであり，また厚生経済学的分析においては他をそれからの乖離 

として評価の中心におかれて、、るもの一一の競争的性格とはどのようなものやあるのかを明らかに 

し，それによって完全競#■モデルの理論的ならびに厚生経済学的意義と限界を究明することであるC 

現代の標準的教科書においては若干の市場形態が区別される，すなわち完全競争，不完全競争， 

寡占，そして完全独占などである。それぞれの市場は現実のある局面の特質を部分的に抽出し純粋 

化したものであり，それらめいずれも経験的にはどこにもそのままの姿で存在するといった性質の
I ■

ものではない。せいぜい比較的近似的な市場がそれらと対応させられて，類例とレて挙げられうる
• • ■■ '

にすぎない。理論は現実の模写ではないから，このような部分的，近似的対応によって純粋概念的 

構成がなされることにはなんの異議を唱える余地はない。

ところでこのような請市場の概念的分類において,完全競争は二方の極限としてもっとも競争的
• , • . . . . . . .

な市場であり，完全独占は他方の極限としてもっとも独占的な市J屬であるとみなされ，そして不完

全競争や寡占は，それらの中問の形態として半ば競争的, 半ぱ独占的なものと理解されている0 間

題は，その場合の競争的と力、，独占的とかは何を意味しているのかである。 もっとも競争的と考え

られている完全競争はどういう意味で競争的なのであろうか，そウ競争的というのはわれわれが通

常競争という言葉によって理解-する常識的意ゆと同じものなのか，あるいはまっすこく異なるものな

ので、あろうか。力、つてそして今日でも常識的に用いられている自由放任とか自由競争とかいゥた言

一— - 1 7 (^143 ')   ..... .



「三旧学会雑誌」70卷 12.号 （1977年4 月）

集が厳密に定義され，科学的概念として完全競争という用語となって用いられるとき，その精密化 

にともなって競争の本来的意味はなお保持されているのか，あるいは変質されているめであろうか。 

そもそも科学の用いる概念はそれ自体は明確に定義されなければならないことはもちろんである。 

しかし同時に，A . マーシャルがいったように「経済学は日常生活の卑近な用語にしたがうように 

努めなけれぱならず, できるかぎり通常の用法にしたがってこの用語を用いなけれぱならないJ 

(Principles, Book II, c h .1 ) と思われる。

われわれは完全競争における競争の意味を明らかにすることにより，市思経済の有利性をもたら 

ザと考えられる競争的喪因との関速や，パレ一ト規準による経済効率の観点からの完全競争の意義 

と限界を明らかにするととができ，またそうすることが必要であると思う。

かつて J‘ ロビンソンが完全競争を中核として，それより独占を考えるのではなく，逆に完全競 

辛を独占の特殊形態として理解すべきことを主張してすでに40年余りを経’過した。K.アロ一は完全 

競争モデルの論理的ギャップを指摘し，完全競争は均衡においてのみ成立し，不均衡状態では独占 

的調盤作用が働くことを述べた。またより最近においてケインズ経済学のミク‘ロ的基礎付けや，フ 

ィリップス曲雄あるいはスタグフレーションぶどの現代的問題の理論的説明を試みるにあたって， 

完全鏡争の条件の廃棄ないしその部分的緩和を前提する試論が叢出している（E. Phelps ed.. Micro- 

economic Foundation of Employment and Inflation Theory. R. J, Barro & H, I. Grossman, Money, 

Employment and Inflation. A. S. Eichner, The Megacofp & Oligopoly, e t c .)。 これらの理論的動向 

とも関連して，競争と独占のシュムペーター的間題をあらためてここにとり挙げてみようと思うの 

である。 ,

2 競争の本来的意味

まず第一 に̂，競♦  com petitionとは一般的，本来的にどういうことを意味しているかを考えてみ 

よう。その上で完全競争における競争の意味を比較検討しよう。

競争といろ言*葉によって通常われわれが理解する内容は， rivalry (対抗，張合） ということであ 

ろう。われわれは日常生活こおいて，職業上あるいは趣味の面において相互に対抗意識をもち,そ 

れによって自らの行動を刺戟し律しているととが多い。セールスマンがそれぞれの服売額を互いに

栽うこともあるし，糖々の競技において優勝の榮冠をきそうこともあれぱ，また限られた席あるい
. .

は定員の座をめぐって鏡いあうこともある。このような事例は枚举に遣がない。

ところで，このような競争にはつねに三つの要素が含まれている。すなわち，まず第一*にそれは

r誰かに対するJ ものであるということである。文学的に, あるいは修業上，道義上，また宗教上

の教義として己に克つということは重要なととであっても，競#■は通常誰か他のひと（主体〉に対す
• '

■  ——■，
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るものやあり，したがって対抗意識は本来的に他に対する意識そ'ある。人間とは，もともと人と人 

との間の存在であるとすれば，競争もまたこの人間本来の在りガにもとづいズいるといえよう。そ 

の意味ではただ一人競うというのはナンセンスである。

さてこの誰に対してかといd ことは，時により明瞭に特定化されていることもある力;，また不特 

定多数の場合もある。そしてこれらを比較するとき，これを主体の意識の商から見るかぎりは,前 

者のような特定化されている場合の方が，後者のような不特定多数のf e 合よりも，より明確で刺軟 

的な競学意識が形成されると考えられる。しばしぱ一‘対の対決は極限的な対抗意識を生みだすで 

あろう。しかし，このような主体の意識としでの競争の激しさの尺度は，客観的にみた競争の激し 

さの尺度とはかならずしもいえない。例えぱ，デつめ榮誉を求めて二人が競い合うよりも，より多 

数の人が競う方が，客観的には競争はより激しいという-^ きであろうからである。もっとも，だか 

らといって関係者の数の多少が競争の激しさの>R度であると断定することもできない0 某大学の入 

学競争率は他のそれより大きいかもしれないが,そめ故に前者は後者より競争が激しいとはいえな 

い如くやある。-

このように競争の主観的な側面とその客観的な側面を区別して考える必要があるけれども, t に 

角競争というものがcompete with a person or persons'であることは明らかである。重要なこ' 

とは, 競争は必ず同等の立場にあるニつ以上の主体の間に起ることがらであるというととである。 

その意味でいわゆる完全独占というものはこの条件を満たすものではなく，単純にそれはぜ（無)競 

争的といわざるをえない。したがって以下の分析においては，この完全独占のヶースは他と比較対- 

照される もの以上の意味をもたないであろう。

つぎに，競 争 は 「何かについてJ 行われる。前例にしたがっていえば，販売額について競ったり, 

名誉の座をめぐって競われたり，また競技のル一ルにしたがってその内容はさまざまである。ある 

いはさらに経済問題の事例として，-マーヶット，シュアー，価格，品質，サービスなどについて競 

われ，あるいは隣家と張り合って自動車を購入することもあるであろう。かくして競争はcompete 

in regard to athing (or th in g s)である。それは競争ウま質的内容を規定するところの重要な耍 

素である。このような内容をもつことなしには競争はありえない。

最後の要素として，競 争 は 「何かのためにJ なされる。 com p ete  for a o b ject (or objects) であ 

る。それは文字通りの栄蔵であったり，卖貧的なマネーであづたり，また名目的な称号,であったり, 

そしてあるいぱ生死の存亡に結びつく場合もあるであろう。経済学的には，それは企業利if41や資本 

侧値などであって，ひいては企業の繁栄と社会的名声にかかわるものであろう。いずれにせよ,そ 

れらは広い意味で:のp r iz eを意味する。何 ら か の p r iz eのため1̂ 競̂争が行われるのである。もっ 

とも，とのp r iz eは主体的意識においては, 競争の直接の目的であることもあれぱ，またそれは1)1 

に競争の結果にすぎないこともあるであろう。 . '

一~~ 19045-) —
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'以上の論述から， 本来競争というのはr i v a l r y の特質をもゥものであり， そ れ は competi- 

non with a person (or persons) to r .a object (or objects) m regard to a thing (or things) 

であると考えられる。このような譜要素をもつ競争を本来的なものと考え，以下の分析において， 

'これをあえて. 「鏡争J あるいは r饒争的J，といい表わす.であろ''う。，.

なお, このような競争について建設的なものと破壊的なもの(A，ャーシャル)，あるいは公正 fair 

なものと不公正u n fa irなものなどを区別するととも可能であろう。しかしここでの議論において 

は, このような競争の倫理的性格については考察の範囲外とする。

「三ffl学会雑誌j ァ0巻 2 号 （1977年4 月）

3 完全競争における競争の意味

2 節にいて明らかにした競争の本来的な意味に対して，完全競争における競争とはどのような

性■質のものであろうか。標準的教科書の示すところでは，周知のように, 完全競争とは(1)純粋競争

pure com petitionの条件とが完全市場ロ6ゴ6(：1：11181，|̂ 6わの条件をみたす市場を意味している。す

なわち, 条件(1)は完全に同質的な財に開して無数の取引者が存在し，した力'ミって個々の取引者はい

わぱ大おの中の一滴を取引するにすぎず，それ故に何ら価格を支配する力をもたない。かくて個別

の主体はprice t a k e r であることを特徴的内容とするものである。また条件(2)は抽象的r いえぱ

競争を妨げろ如何なる要因も存在しないことを意味しており, 具体的にはいわゆる完全知識，無差

別選好， - 由参入の諸要件を含むものである。

さてこのように規定される完全競争の概念を2 節の競争概念の分析に即しズ考察してみよう。ま

.ず完全競争はその定義によって無数の主体から構成されている。したがって,それらが競争的であ

るとしても，それらの主体はそれぞれ不特定多数の他の车体に対して競-争関係にあるわけである。

そこでは各主体は決して特定の相手を意識して競争するわけではない。この点は寡占市場における

主体の行動を比較対照してみれぱよい。この市場では,通常その特徴とみなされているように各主

件は自らの行動が特定の相手のどのような反応，あるいは報復を生ずるかをたえず考慮し‘て行動し 
\

なければならない。完全競争では各主体はかかる配慮をもつことは不可能であるし,またその路要 

もない。自らの行動の相手に及ぼす影響，結果といったものを何ら考慮する必要はなく，また事:突 

何の穀響も与免ないのである。それは相互に•独立というよりも，むしろ無関係というべきものであ 

る。完全競♦ 下の個別企業は無限に弾力的な需要に当而しているといわれる。それ故に自らの欲す 

るととろにした力tっ•^財を生産，j仮売することができ，しかもそれは他のいかなる企業の行勘をも 

制約しない0 それは饒♦ 意識という側面においてのみならず，その多数の主体の存在という点にお 

いても，相；E に無関係，つまり互いに影響を与えない存在であり，もしそうであるならぱ，それは 

如何にして r鏡争的J でありうるであろう力、。

— —* 20C146̂  ------
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競 争 と 独 占

元来個別主体の「個J というのは，世界にただ一つの存在でありて，他と代替しえないという意 

味 で r個J である。と同時に，世界にただ一 つ̂しかない蒋在はr個J ともいえない◊ なぜならば， 

つの個は他の個の存在を前提にしてはじめてそれぞれが「個」'となりうるからである。それは本 

来的に矛盾した概念である（西ffl幾多郎)。 もしそういうことが正しいならぱ，完全競争における偶 

別主体と考えられているものは，どちいう意味セif也と代替しがたい個であり, またどういう意味で 

他の個の存在を前提しているめであろう力、。なるほど多数の個別主体め存在と行動が前提されるか 

らこそ，個々の意識とは独立に，無意識的結‘果として市場の均衡価格が成立するといわれるであろ 

う。それは思考実験として考えうることがちである6 しかしそれは均衡の成立する過程の問題であ 

って, その点について'は後に検討するであろう。ただひとたび均衡が成立するならば,その価格は 

個別主体にとって所与であり，彼らは単1ここれをt a k eするしかないのである。かかる状熊におけ 

る個別主体を独立というよりわしろ相互に無関係な存まというのは，本来独立というのは，他に対 

して独立をいうのであって，それは相；§：にある種の密接な関係，緊張関係にある.ことを意味しなけ 

れぱならないからである6 プ一シャルは，近代の産業社会を競争という言葉をもっズ特徴付けるこ 

とを挑 し̂，経済的ま由Economic F r e ed o m という言葉をもってした(Principles, Bookl, c h .1〉。 

その意味するとところは，競争という言*葉がどんな意味をもつものであれ, 主体相1：の緊張関係を 

意味するのに対して，近代産業社会を構成する‘個別主体は相冗に跳自の深慮にもとづいて行動す 

る主体であることを示そうとしたことである。しかし，そのような社会の想定は相互に切り離され 

た主体の無機的集合であって，いわぱ多数のロビンツソ • クルーン一が機械的に一*つの社会に押し 

込められたといった状態を示しているというべきであろう（もっともマーシャルはA . ハツターの指摘 

するように本来的なI■鶴争J をまったく無視したわけではないけれども。ん Hunter, Competition and the 

Law, ch. 2 参照)。 • . . .

この点で，マーシャル以上に個人の無機的集合を考えるものは,いわゆる原子論的社会の構想の 

中に見出されよう。 C. メンガーをはじめとして，その現代的後継者ともいうぺきF. ハイュ夕や 

ホシ，ミ一ゼスの個人の概念は他に対b て干渉しないし，また他からも千渉されない個人の自由を 

主張するものであって，完全競争の個別主体は相互に「競争的J というよりも，むしろかかる'自由 

な独立の主体の想定を反映するものと思われる。，それらはそれぞれ独立に自らの欲する財を欲する

糧度において消費し，生産するにすぎないのである。いわゆるミグロ分析において，個 .々 め家•や 
. • .
企業の行動が分析される場合，それらはまっナこぐ他との関係を切り離された主体として取扱われ，

たとえ外部経済♦不経濟などの現象はそれ自体め重要性を認められたとしても，補論的に論及され

ているのは, 以上のような個別主体とそれらが構成する社会の,想矩によっているのであろう。

つぎに，完全鏡争の主体は何につい ,ズ鏡夸するめであろう力、。’準なる Pi îce t a k e r である彼ら

‘は，価格について鏡争するととはありえない。均衡倾格以上，ある'いは以下の他i格を設定する個別

— —  ---
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主体が存在するかもしれない，しかしそれは，単純に自らの存在を杏定することになるか,あるい 

は自らその定義と矛盾する主体となる力S V、ずれかでしかありえなV、であろう。また完全競では 

完全に同質的な財が取扱われている故に，財の品質やデザインなどについて競爭することはありえ 

なぃ。 • '

いわゆる不完全競争市場では，生産物の分化の如きものが想定される故に，生産物の品質などは 

競争の対象となりうる。現実に観察される多.数のレネトラン, ガツリン，ス タ ツ 諸 種 0 小売店 

などの激烈な競争は不完全競争の事例であって，完全競争のそれではない。

また完全競争の完全ホ場の条件がみたされているかぎり，情報は完全であケ，c o stle ssであって， 

情報の提供および収集のための努力を必要としない。売手は買手が無差別に彼らを選好する故に， 

特定の顧客を獲得すべく懷牲をネムう必要もない。また!！由参入の条件は，もしそれがみたされるな 

らば，競争は何についてなされるのであろう力寡占市場め分析が示すように，既存の寡tii企業が 

何らかの参入障塵を設定しようとし，あるいは逆にそれr 対して新しい生産条件をもつ新企業が侵 

入しようとするからこそ，新旧め間に競争も生ずるのであって，自由な参入の仮定は単!^を大海の中 

のニ*滴を増減さすととを意味しているにすぎないのである。

最後に, 完全競争での競争は何のために行われるのであろう力、。そこに何のp rizeがあるのであ 

ろう力、。もしより優れた品質の財を，より低いコストで生産しうるようなより秀いでた’技術をもつ 

といったことが許されるのであれぱ，彼はそれに)̂ ^じた報酬と繁栄を.うるであろうから，その可能

性が前提されるならば, それは競争のp r izeとして競争的刺軟の理由となるであろう。けれども，
- ：. ■ .  

それは完全競争の定義に反している。あるいはその個別主体はquantity a d ju s te rであるといわ

れる。波は何のためにその取引量を調整するのであろうか，それはいわゆる最大化行動という合理

性のためである。しかしその合理性の達成は，如何なる意味の競争をも前提することなしに可能で

ある。もしある個人が非合理的な行動をとったとすれぱ，それはただもし合理的であったならぱ得

られたはずのものよりもより劣った効用，あるいは利潤をえるということを意味するにすぎないの

である。最太の効用とか利潤というものは個々の主体の行動基準ではあっても，何ら競争のprize

を意味するものではありえない。 ’

以上の考察からつぎのように述べることができよう。すなわち，通常もっとも競争的と考えられ

いる完全競#■という概念は，本来的な「競争」の性質をいささかももつものではなく，ただ相互

に無関係な，そして自らの欲すホととろにしたがって自由に行動する主体，われわれは，ひとはひ

とといった主体の単なる寄せあつめ的集合にすぎないということである0

ここでァローのいう完全競争市場におけさ侧格の調整過程を考えてみよう。すなわち，彼は完全

競♦ というものはただ均衡が成した状態において，そしてその場合にのみ考えられることであっ

て，この均衡状態に連するまでの不均衡の状態では独占的な調整作用が働くことを主張する(K ‘

—— —— •
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競 争 と 独 占

J* Arrow, "Toward a Theory of Price Adjustment" in M. Abramovitz ed. The Allocation of Econ

omic Resources) o たとえば，均策価格以上の価格が成立し，超過供給が存在していたとしよう。速 

常の教科書の教えるところでは，安定的な均免を想定するかぎり, かかる状態では競争の作用によ 

って価格は押し下げられ, 需給の一する海衡価格へと向うであろう。しかし超過供給が存在する 

ということは, 市場のすべてめ生ま者, あるいは少なくとも一^部の生産者が意図せざる在庫をもつ 

ことを意味している。したがって，力、かる個別企業の当面する需要の辟力性は決して無限大ではな 

いのである。それ故に彼は倾格を引下げることによって，より多くの生産物を販売することができ, 

そのか.ぎり彼は独占的な地位にある<3そしてこのような独占的な行動が市場の|面格を押し下げるこ 

とになるのである。同様に，もし均衡価格以下の価格において超過需要が存在するならば，完全鏡 

串下の個別金業といえども，より高い価格を設定することが可能であろう。このように考えられる 

とすれぱ，均衡においてのみ成立する完全競-争とは独占的競争過握の行きつくした結果にすぎず， . 

かかる娥占的調弊作用なしにはン完全競争は成立しえないということになる。 ，，

以上のような完全競争の論理的ギャップについてのアローの譲論は正当であると思われるが，そ 

れに付け加えてつぎのようにいうぺきでをる。不均愈の状態における独占的調盤過輕においては， 

なお存在すると思われるr競争的J 要因が，完全競争の均衡の成立とともに挑除されてしまうとい 

うことである。競争の作用によって均衡が成i sするという譲論が正しいとしても，その成立ととも 

に競争はそれ自らを止揚してしまうといわねばならない。

完全競争が仮定する同質的な生産物というのは単なる仮定であるのか，ある、、は競争の作用によ 

るといえるのであろう力、。いま当初N 人の'生産者が顏似したしかし品質の異なったN種類の生産物 

をそれぞれ生産してぃるとしょぅ。ぁる種の条件のもとでは競争の糊汰にょって,その中のただ一 

種類の生産物のみが残存し，他のすべての生者も，この種類のものを生産せざるを夫なくなると 

考えることもできるであろうここにある種の条件というのは，たとえぱすべての消費者は同一の 

所得をもち，また彼らはまったく同一*の趣味，趣好を有するが如くである。しかし所得に相違があ 

るならぱ（それは現実の事実である)，高級レストランと大衆食堂は両立する。また趣味♦趣好は本来 

主観的なものであり，それが異なるこ，とがまさに個人の個性を形成するのである。それこそ不完全 

競争の現実的根拠と思われるとともに, そこにこそ [競争」の存在理由もあると考えられる。巡に 

同一の所得，同一の趣好の仮定がみたされるならぱ，完全競争の同質的生ま物が形成されるであろ 

うが，それと同時に r競争J の根她も失われることになるであろわ 

生産技術についても同様である。同質的労働（それは同一の賞を率を意味する）と同等の資本費用が 

前提されるならば，一つのもっとも優秀な，すなわち効率的な技術が競争の結果残存することにな 

るであろう。しかしこれらの仮定そのものの現実性は別としても，かかる結果をもfcちす過程そ 

ものが r競争的J なのヤあって，この結東の奨現とともに競争的 j 意味は失われる。ただし,現実
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はおそらくかかる結架をもたらそうとする胸汰作用と，またその結果を打ち破ってゆこうとする作 

用のたえざる協合の過程であつで,それはシュムペータ- •が r創造的破壊J とよんだところのもの 

にほかならない。そして，このような過程そのものこそまさにr競争的J 烈風の中にあと'/、える 

のである。

この節の議論を通じて筆者のいわんとする論点は，いわゆる完全競争は何らr競争的J 性質を有 

するものではないこと，その意味していることは，ただ相互に独立自由（無関係）'な多数の個別主体 

め無機的集合であるということで、ある0 .そしてとのような集合におい'tnよ，その個別主休に何ら価 

格支配力が存しないことは明らかであり，かくしてこの価格支配力の有無を,もって競争か独占かが 

区別される基準とみなされるのセある。，

この節を終るにあたってもう一つのこと，すなわちいわゆる r結託の可能性J について考えてお 

こう。完全競等はとれを寡占などとベてみるとき，それが結託の可能性をもっていないととは明 

らか、である。相5 ：に独立な多数の主体が結託することはきわめて困動まである。それは一般的に消費 

者の場合を考えてみれぱ明瞭なことである。通常結託め可能性は寡db"の重要な特徴と考えられてい 

る。寡占のように比較的少数め主体間では, 出血的關争よりも結託の協調を'選ぶほう.がこの少数者 

たちにとって，はるかに有利であり，またそれは可能である。したがって,逆にこの結託の可能性 

のないことは競争的なことを意味すると考えられているのではないであろうカ^^おそらく完全競キ 

がもっとも競争的と考えられるのは，それが倾格支船力をもたないという.こととともに，この結託 

の可能性もないことによって侧格支配の可能性さえ式されているからであろう。この競争と結託 

.の関係については, つぎの節であらためて検討しよう。 ■

4 競争と独占の関係

前のニ0 の節で鏡争の本来の意味と完全競争め意味を梭討してきたが，ここで競争といえtま独占 

という言葉が对概念とじて考えられる故に，これら両概念の関係を檢討してみよう。

そのために, まず一方の極限概念である完全独占を考えると, すでに述ぺたように,そこにはラ 

イバル企業は存在しない故に， r競争J というものはありえない。その意味でそれは完全に非「競争 

的j であり，それをまた完全に独占的というなちぱ，そのかぎりではこの r競争的j と独占的とは 

正反対の概念と考えられる。またその価格支配力が庄倒的なことを考えれば，価格支配力をもたな 

いという意味での完全競争とは対極的概念と考えられる。他方前節の最後に舰れナぐような結託の可 

能性といシミからみると，完全競争力';結託の可能性を挑除しているのと同様に，完全独占ルまたそ 

の可能性をもっていない。もちろん両者においてその排除の理由,ないし根抛は異なっているけれ 

ども，との可能性の排除そのものは両者に共通しているととがらである。 ，.

'   ------

卿PP■ 腾 明 憶 棟,,ル iwwjii



競，争 ，と独占 .

こめことは実は重要な意味をもっているように思われる。なぜならぱ前に述べたように，もし完

全競争の競争の意味が結託の可能性のないととと結びついているとすれぱ,そのような競争の概念
. . .  , . . .

は完全独占もまたその可能性をもたない以上, これと反対概念を構成しえないからである。もっと 

も競争的であるべき完全競争も，また他方もっとも独占的であるべき完全独占も，ともに結託の可 

能性をもたないというととは，この可能性をもたないということによゥで競争を定義ずることは許 

されないことを物語っている。結託の可能性のないということは，一方で、はi i 格支船力の可能性を 

杏定する（完全競争）ものであるとともに，他方ではそれは価格支配力の抜群なこと（完全独占）を 

示すものであって，したがってこの可能性は完全競争をもまた完全独占をも特徴付けるものでを太な 

く，填に寡占の特質を示すものでしかない。

そこで寡占について考えてみよう。そのもっとも単純なケースであるいわゆる複占においてさえ， 

すでにライバルは# 在しており，多くの価格競争や非価格競争について.の真[^^理論が示しているよ 

うに，それはすぐれて「競争的J でありうるし，また現実にそうである。前に■述べたJ :うに対•抗意 

識という主観的観点からして，それは強度に r競争的J でありうるとともに’，客観的意味r おい't  

も実際にきわめて厳しい競率条# のもとにあることが多いし，また論理的にそうありうる6 

他方寡占は強力な価格支配力を有する上に，’その結託の可能性もまた非常に大きい。それ故に価 

格支配力をもたないといb意味において競♦ 的ではなく，まさに独占的であるれども，しかし他 

方に，それは高度に本来の「競争的J 性質をもつものであり，そのかぎり独占とr競争. I とは対極 

的概念ではなく，一̂物の兩面として寡占において両立してを。むしろそれは価格支配力をもち.， 

結託の可能性を有する故に，かえって「競争的J 性格をもつことができるという,べきであろう0 価 

格支配力の有無を基準にして一方の極に完全競争を，そして他方の極に完全独占を考えるならぱ, 

競争と独占とは对極的概念と考えられるであろう。しかしながら, 本来のミ争的 j 性質からすれ 

ぱ，決定的な分界線は完全独占と寡占の間にあるのであって，決して完全独占と完全競争の間にあ 

るのではない。 1 と無限大の間に問題があるのではなく， 1 と2 の間にあるというべきである。 

'いわゆる不完全競争は半ぱ競争的，半ぱ独占的性格をもつといわれる。品質の異なった財，サー 

ビスを提供するかぎり，それぞれめ品質の財.サービスにおいて独占的な価格支配力をもつととは 

当然である。他方それは多数の主体と自由参入の条件をみたしている故に，個別主体の意図とは独 

立にいわゆる産業均衡をもたらす意味において競争的と考えられている。しかしその，要 な 「競争 

的」性質は，むしろそれぞれの異質の財• サービスやそれらの価格について考えられるのであって， 

単に自由参入や結託の可能性の少ないことによるのでゆない0 •

この不完全競争を寡占と較べてみると，一方が自由参入であるのに対して，他方は参入障壁を設 

ける可能性を右し，またそれらの結託の可能性の程族からして，不完全鏡♦は寡よりもより競争 

的，後者は前者よりもより独古的と考えられている。しかしここでも真にr t i争的J な観点から考
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えるならぱ，寡占においては，不完全競争と同様に生産物の品質や価格'について競争が行われるの 

みならず，参入や結託そのものが競争の内容になりうるのであって，その意味では寡占は不完全競 

争よりもより独占的であると同時に，よ り 「競争的」でもありうるのである。 より独占的となれぱ 

なるほど，他方でより「競争的J となるのセ、あって，それは競♦と独占の対極的概念としての理解 

からは単に矛盾と考えられるであろうが, しかし真実はそうなのであって，それは本来の「鏡争J 

'の意味を理解することに依存している。

完全競争については，すでに述べられたところから明らかなように，価格支配力は存在せず,启 

由参入であって，結託の可能性もない。一見してきわめX 競争的に思われるけれども，真実にはど 

こにも本来の r競争的J 性質は存在していないのである。非独占的なととはただちにr競争的j な 

ことを意味するものではないのである。

以上の譲論を要約していえぱ，完全独占は完全に独占的であって，いかなる意味においても競争 

的ではありえない。これに対して寡占，不完全競争，完全競争については，通常の理解では，その 

順序’により非独占的，すなわちより競争的と考えられるのであるが，本 来 の 「競争J の意味からす 

れぱ，独占的であれぱあるほど，r競争的J なのであって，その意味で完全競争はもっとも非独占 

的であるとともに，もっとも非 r競争的J であるのである。

この節の議論を終 る̂にあたづて，前に引用したA . ハンターの主張を再び引用しておこう。彼は 

「見えざる手J の時代からの経済学の歴史を通じて競争概念の意味内容が変容してきたことを明ら 

かにし，とりわけ分析的概念としての完全競争概念の登場とともに，「本質的に競争的な活動であ 

るものが，厚生経済学の論理によってかえって独占的汚点を意味するものに転換されている.!とい 

い，ま た 「基本的r 競争的な行動に"独占的"というレッチルをはることゆ一一 ほとんどそれはそ 

の言葉の通常の意味の転倒である—— 単に俗人を混乱させるだけではなく, また理論の競争と独占 

への適用において，建設的な思考を禁じてしまうような腹立たしい用語Jbのパラドックスのもう- -  

つの例を提供するものであるJ'(A . Hunter, op, cit., ch. 2 ) といい切っている。彼はこの論文で筆者 

が明らかにしようとしている競#■の本来の意味を把握していた故に，今日の通常の厚生経済学的分 

祈においては競争や独占の意味が転倒させられていることを指摘したと思われる。

• • ,

5 厚 生 経 済 学 的 含 意

「見えざる手J の有効性や, 自由企業の市場体制と計® 経済体制の比岐によるそれらの長短の評, 

価や，あるいはバレート最適基準による完全競争や独の評価についての論譲などは，鶴#•と独占 

にかかわる厚生経済学的分Ifrにはかならない。われわれは，前節までの競争と独占，とりわけ競ヴ， 

の本来的意味についての棚:念的考察がこれらの厚生経済学的評価に開して,どのような含意をもち
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■ 競 争 と 独 占 -

うるかを考;^てみなければならない。 .

厳密な経済学的分析というよりも常識的譲論として，r見えざる手J による自由放任体制が個人 

の利益めみならず，公共の利益をも最大限に保IEするといった主張は，元来当時の諸拘束に対して 

個人の自由な経済活動の禾IJ益を明らかr c ようとしたものであって，それは直接競争とその効果を 

評価したものではなかった。それに対して同様にむしろ常識的議論ではあるけれども, 現代におい 

てもしぱしぱ主張されているところの，ま由饒争の経済体制がもつ最大の利点,あるいは少なくと 

もその一つとして競争のもたらすインセンチィプに関する論譲は，まさに「競争」そのものにかか 

わるものである6 競争の作用は生産者をしてより良貧の生産物を，より優れた生産技術をもって，

より低い価格で生産しようとさせ，また労働)者をしてより綿密細心の注意と意愁をもって働らかを 

る誘因を与える。 .

このようなl i 由競争のインセンチィプといった刹点は, まさに本来の「競争的丄要因のもたらす 

効果以外のものではありえない。現実になされてきたととろの，品質の改良，新生産物の発明，新 

技術の開発，新市場の開拓など，シュムペーターのいわゆる「革新』を実現してきたものは，本来 

的 「競争J の作用であって，決して完全競争的競争要因に依るものではない。しかもこの I•競争J 

は，不断に旧きものに代って新たなものを生み出して行く動的な過程であって， r創造的破壊Jの名 

称にふさわしいものである。それらは決して分析的に証明されたことがらではないかもしれないけ 

れども,‘ 常識の健全さを示すものである。 . '

他方精密な理論的分析の結果として，完全競争は独占に優るものとみなされている。それによれ 

ば，完全競争は若干の例外—— 分配問題は別として，収渡適増，外部経済性，公共財などの例外一 

一を除いて，パレート最適基準をみたすものと評価され，独占はこの基準よりしてより劣るものと 

される。なるほどそれは，その前提が許されるかぎり，誤りなぐ証明されたことがらであって，そ 

のこと自体を否定するととはできない.。しかしそれが効率性といった一面的観点からの議論であり， 

またそこでは生産物も技術もすべて一定と仮定されていることを知るならば，すでに多くの論者に 

よって指摘されたように，これら0 譲論によってカバーされるものが如何に僅かなものでしかない 

かを理解しなけれぱならない0 さらに，すでに述べたように完全競#■の意味は本来の「競争」 とは 

異なるものであり，こ の r競争J は独占的，態と両立するものであるにもかかわらず,同じ競争と 

いう言葉によって，単純に独占の非が証明されたかの如くにひとびとを誤り導くことがあるとすれ 

ば，それは重大である。

一•般的に，独占に比して競争の有利性が指摘される傾向の中で，シュムぺクーの独占の擁護論 

は異色の存在であった。彼のように, 資本主義を r創造的破壊J という動態的過程として把握する 

立場からすれぱ，完全競争のような静態的状態に多くを求めることができなかったのはむしろ当然 

のことである。一*方 , 彼は完全競争に対して独占そのものの利点☆ 举げ，競ィ^^がかえゥて独占にあ
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るものである多くの理由を述べているけれども，その独占擁護の論拠は，その創造的破まに結びつ 

く本来的[競争J要因に依存するところが多いと思われる。彼自身においては，なお競争と独は对 

極的概念としズ理解されているように思われるけれども，前述の如ぐ，本 来 の r競争的i 性質は， 

完全独占は別として，寡占とも不完全競争とも而立するもの，いなそのようなものにおいて真に存 

在する性質であり，か か る 「競争的: ! 性質こそこのような独占形態に，完全読争に勝る経済的効率 

と進歩をもたらすと思われる。

，これまでのすぺての譲論を通じて筆者のいわんとする論点を結論的に妻約しておこう。

( 1 ) 経済学の用いる用語は，科学的用語として厳密に定義されなけれぱならないごとはいうまで 

もないことであるけれども，同時に，どこまでも常識的意味を保持するものでなけれぱならないと 

思う。競#■という概念もその一つの例である。

( 2 ) いわゆる完全競争における競争の意味は，本 来 の 「競争」とはきわめて異なったものである。 

それは究極的には個別主体に価格支配力のないことを意味していると思われるが，それは単に相互 

に独立の，むしろ無関係の多数の主休の無機的集合を反映しているにすぎず，本 来 の 「競争的J 意 

味をもつものではない。

( 3 ) 本 来 の 「競#■的」性質は完全独占は別として，むしろ寡占や不完全競争の中に見出されるも 

のである。「競争」と独占は決して対® 的概念ではなぐして，一物の両面として独占的であること 

によって，かえって r競争的J となるといった関係にある。

( 4 ) 完全競争は均衡においてのみ成立する。そして均衡に到るまでの不均衡の調整過程は独占的 

過程であるというならば，「競争J の作用はむしろこの独占的調整過程において働くのであって，均 

衡の到達とともに自らを脱却してしまう如きものである。

( 5 ) いわゆるパレート最適による厚生経済学的分析においてみられるような，独占に勝る完全競 

争の優位（最適資源配分）の論証は，論iB的にこれを否定すべき余地はないとしても，その基摩!ま体 

およびその静態的な仮定を考えるならば，すでにしぱしぱ指摘されたように，きわめて狭い範囲で、 

の結論でしかない。しかも，それは真の「競争」 とは開係のないものである。

( 6 ) 本 来 の 「競争J の効果は, 広い意味でのインセンチィプにあると考える。したがって,独占 

もこの r競争的J 性質をもつかぎり，その効果を実現しうる。 もっともこの論文では論じられなか 

ったが，こ の 「競# J にも建設的なものと填に破壊的かもの，あるいはまた公正なものと不公正な 

ものなどが区別されるとすれば， r髓争的j なことがすべて望ましいとはいえないであろう。 さら 

に人格といった観点からすれぱ， r競争的J 誘因があろうとなかろうと， Iおらを律する如き行動が 

真の人格であると考えられさえするセあろう◊ ,

( 7 ) この論文の.主張は独占を擁護するも.のと考えられるかもしれないが，それはその「競争的J 

侧而に関してである。他方，その文字通り独占的伽® については通常述べら.れるような,多くの問
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題点のあることを否定するものではない。独占対策の® 難さはこの両面が，.同時に一つのものにお' 

いて存在しているところにあると思われる。

( 8 ) 理論的分析の観点からしで，完全競f トの狭い極限された性格の故に，近時の不均衡勘学の分 

祈にみられる如き勘学的調盤過程の分析の重要性が顧みられるのはむしろ当然であろう。そめ際， 

ここで考察した r競争j の意味をどのように考慮していくことができるか。 このr競争」のもつ本賞 

的に動態的性格を取り入れることは，均衡分析的方法そのものに何らかの改変をもたらさざるをえ 

ないかどうか。，このような「競争』要因と均衡分析そのものの関係を究することも'重要な課題と 

なるであろうが，別の機会に譲りたい。

(経済学部教授〉
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